
　令和４年４月１日より、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、
令和５年以降のはたちの集い（成人式）につきましては、現行のとおり20歳になる人のみを対象
として開催します。

　成人式実行委員会にて上記サブテーマを設定し、20歳を迎える皆さまにとって「かけがえのない集い」とするために準
備を進めています。ぜひご参加ください。
　案内状は、12月上旬に発送いたします。また町内の中学校を卒業後に町外へ転出している人で、本町の式典への参加
を希望する場合は、下記宛てお問い合わせください。なお、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催方
法や内容などが変更となる場合があります。町ホームページにてご案内いたしますので、最新の情報をご確認ください。

　名　称：はたちの集い ～新たなる一歩～

　日　時：令和５年１月８日（日）　　　
　　　　　【受付】 12時30分から　　　　【式典】 13時30分から

　対象者：出生年月日が「平成14（2002）年４月２日」から「平成15（2003）年４月１日」
　　　　　までの人　　

令和５年養老町はたちの集い（成人式）

各種相談無料でできます
相談種類 相談日 時間 連絡先

人権相談 11月16日（水） 13時～16時 健康福祉課
☎32－1105

町老人福祉センター

行政相談
（行政への苦情などを受けます）

11月 ９日（水）
12月14日（水）

13時～16時 総務課
☎32－1101

町老人福祉センター

心配ごと相談 11月 ９日（水）・16日（水）
12月14日（水）

11月 ４日（金）・18日（金）
12月 ２日（金）

13時～16時 町社会福祉協議会
☎34－3504

町老人福祉センター

定期職業相談
13時30分～
15時30分

町福祉センター
☎32－1147

町福祉センター

場所

法律相談
（弁護士が相談を受けます）

要予約 11月17日（木） 13時～15時 町社会福祉協議会
☎34－3504

町老人福祉センター

11月 ７日（月）・21日（月）
12月 ５日（月）

消費生活相談
（消費生活相談員が相談を受けます）

10時～12時
13時～15時

産業観光課
☎32－1108

産業観光課

随時
メールでご相談ください。(申込先メールアドレス：yoro@yorocon.com) 

マリサポ相談室
（婚活相談会）

子ども課
☎32－5078

要予約
13時～17時11月10日（木）

12月 １日（木）
産業観光課
☎32－1108中小企業経営相談窓口

県よろず支援拠点による
町中央公民館

新型コロナウイルス感染症の影響により、予定が変更となる場合があります。

要予約
11月15日（火）ひきこもり相談

発達障害支援相談

13時30分～15時
終了時間は変更す
る場合があります

健康福祉課
☎32－1105

町中央公民館　第1会議室（　　　　　）

問 生涯学習課　☎32－5086

昨年度は校区ごとに開催いたしましたが、今年度は合同で開催いたします。
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